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　平成23年分の所得税（国税）の扶養控除の改正に伴い、平成24年度から
住民税でも扶養控除が変わります。

●年少扶養控除の扶養親族に対する扶養控除（33万円）が廃止
　「子ども手当」の実施に伴い、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止になります。

●特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分（12万円）が廃止
　高校授業料の実質無償化に伴い、16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上
乗せ部分（12万円）が廃止され、一般扶養控除（33万円）になります。

　住民税においては、平成24年度から「年少扶養控除（16歳未満）」が廃止となりますが、住
民税の「所得割や均等割の非課税の判定」は、所得額を基準として、年少扶養親族を含めた扶養
親族や控除対象配偶者の人数を用いて判定します。
　このため、年少扶養親族の記載が漏れていると、住民税の非課税の判定を正しく行うことがで
きませんので、確定申告や年末調整の扶養控除申告では、年少扶養親族の氏名などを必ず記載す
る必要があります（下表参照）。なお、記載に漏れがある場合は、本庁・市民税課へご相談ください。

参考：控除対象配偶者や扶養親族がいる場合で、住民税が非課税となる人の基準
●均等割（一律4,500円を課税）
　前年中の合計所得が…｛35万円×〔本人＋控除配偶者＋扶養人数(年少扶養親族を含む)〕＋21万円｝×0.8以下の人
●所得割（所得から控除を差し引いた額に応じて課税）
　前年中の合計所得が…｛35万円×〔本人＋控除配偶者＋扶養人数(年少扶養親族を含む)〕＋32万円｝以下の人

本人の給与収入が300万円（所得額192万円）で、控除対象の配偶者と子
ども３人（年少扶養親族を含む）の場合

■変更の概要

専業主婦の妻と子ども２人（14歳と16歳）を扶養している人の場合

■確定申告や年末調整の扶養控除申告で
　　　　　　年少扶養親族の記載が漏れている場合はご相談を！

市民税課からのお知らせ

①均等割の判定額：（35万円×５人＋21万円）×0.8＝156万８千円
　　　　　　　　　課税・非課税の判定…192万円＞156万８千円となるので ⇒ 課税
②所得割の判定額：35万円×５人＋32万円＝207万円
　　　　　　　　　課税・非課税の判定…192万円＜207万となるので ⇒ 非課税
※本人＋控除対象の配偶者＋子ども３人＝５人
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【問い合わせ先】本庁・市民税課☎㉓1111内線1144
※給与収入の１割を社会保険料控除と仮定して試算。実際の税額は個人の状況によって変わります。

※

■源泉徴収票（年末調整の結果が記載）

■確定申告書 ２　表
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〈平成23年度まで〉

〈同24年度から〉

（上乗部分12万円）

年少扶養控除
33万円

老人扶養控除
38万円一般扶養控除

33万円

「16歳未満扶養親族」の欄 住民税に関する事項の
「16歳未満の扶養親族」の欄
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個人住民税の扶養控除が変わります
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特定扶養控除
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33万円

特定扶養控除
45万円

同居老親加算
7万円「子ども手当」

実施による廃止


